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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】固定手段を保持し、固定物を支持することが可
能で、および据え付け工程に時間がかからない、改良さ
れたパネルの提供。
【解決手段】埋め込まれたデンプン及び繊維を有する石
膏母材を含む石膏プラスターボード。プラスターボード
は随意的に、その一方の面に取り付けられる裏当て薄板
を有する。プラスターボードの石膏母材は高分子添加剤
を随意的に含む。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プラスターボードを備えたパネルであって、前記プラスターボードがその一方の面に取
り付けられた裏当て薄板を有しており、前記プラスターボードが石膏母材を含んでおり、
当該石膏母材が石膏に対して少なくとも１重量％の量である埋め込まれた繊維を有してい
ることを特徴とするパネル。
【請求項２】
　前記石膏母材がデンプン添加剤をさらに含んでおり、前記デンプン添加剤は前記石膏に
対して少なくとも１重量％の量で存在することを特徴とする請求項１に記載のパネル。
【請求項３】
　前記デンプン添加剤は、前記プラスターボードの前記石膏母材において、前記石膏に対
して少なくとも２重量％の量で存在することを特徴とする請求項２に記載のパネル。
【請求項４】
　前記繊維は、前記プラスターボードの前記石膏母材において、前記石膏に対して少なく
とも２重量％の量で存在することを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載のパネル
。
【請求項５】
　前記繊維は、ガラス繊維、木質繊維、（たとえば再生セルロース繊維のような）木材を
原料とする繊維、およびそれらの混合物を含む群から選択されることを特徴とする請求項
１から４のいずれかに記載のパネル。
【請求項６】
　前記繊維は再生セルロース繊維であり、さらに、前記繊維の長さの平均値は０．１ｍｍ
から０．５ｍｍの範囲であり、および／または前記繊維の直径の平均値は２０μｍより小
さいことを特徴とする請求項５に記載のパネル。
【請求項７】
　前記繊維は、例えば、紙製粒子、または木質粒子のような凝集した繊維の形態で前記ボ
ード内に存在することを特徴とする請求項１から６のいずれかに記載のパネル。
【請求項８】
　前記粒子の最大寸法は０．５－３ｍｍの範囲であり、および／または前記粒子内の繊維
の長さの平均値は１－１５ｍｍの範囲であり、および／または前記粒子内の繊維の直径の
平均値は１－５０μｍの範囲であることを特徴とする請求項７に記載のパネル。
【請求項９】
　前記繊維はガラス繊維であり、さらに、前記繊維の長さの平均値は１０－５０ｍｍの範
囲であり、および／または前記繊維の直径の平均値は５－５０μｍの範囲であることを特
徴とする請求項５に記載のパネル。
【請求項１０】
　前記繊維はガラス繊維であり、さらに、前記繊維の長さの平均値は１０－５０ｍｍの範
囲であり、および／または前記繊維の直径の平均値は２０－８０μｍの範囲であることを
特徴とする請求項５に記載のパネル。
【請求項１１】
　前記デンプンは非移行性デンプンであることを特徴とする請求項２から１０のいずれか
に記載のパネル。
【請求項１２】
　前記デンプンは、デキストリン、未ゼラチン化デンプン、置換デンプン、及び６０℃よ
りも低い温度で６０ｃｐｓよりも低いブルックフィールド粘度を有し、且つ７０℃で１０
，０００ｃｐｓよりも高いブルックフィールド粘度を有するデンプンからなる群から選択
されることを特徴とする請求項１１に記載のパネル。
【請求項１３】
　前記デンプンは置換デンプンであり、前記置換基の群はエーテル置換基またはエステル
置換基であることを特徴とする請求項１１または１２に記載のパネル。
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【請求項１４】
　前記薄板は、ＰＶＣ、ＨＤＰＥ、ナイロン、ポリカーボネート、ベークライト（登録商
標）、ポリプロピレン、アセタール、および繊維ガラスを含む群から選択される材料を実
質的に含むことを特徴とする請求項１から１３のいずれかに記載のパネル。
【請求項１５】
　前記薄板は少なくとも１ｍｍの厚さを有することを特徴とする請求項１から１４のいず
れかに記載のパネル。
【請求項１６】
　石膏母材を含むプラスターボードであって、前記石膏母材が石膏に対して少なくとも１
重量％の量が埋め込まれた繊維を有しており、前記石膏母材は高分子添加剤をさらに含み
、前記高分子添加剤は前記石膏に対して少なくとも１重量％の量で存在することを特徴と
するプラスターボード。
【請求項１７】
　前記繊維は前記石膏に対して少なくとも３重量％の量で存在し、前記高分子添加剤は前
記石膏に対して少なくとも３重量％の量で存在することを特徴とする請求項１６に記載の
プラスターボード。
【請求項１８】
　前記高分子添加剤は、ポリ酢酸ビニル、ポリ酢酸ビニル系エチレン共重合体、ポリスチ
レンスルホン酸を架橋したポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、メチルセルロ
ース、ヒドロキシエチルメチルセルロース、スチレンブタジエン共重合体ラテックス、ア
クリル酸エステルラテックス、アクリル共重合体ラテックス、ポリエステル樹脂、エポキ
シ樹脂、ポリメチルメタクリレート、ポリアクリル酸、カチオンデンプン、エチラートデ
ンプン、デキストリン、およびそれらの混合物を含む群から選択される、請求項１６また
は１７に記載のプラスターボード。
【請求項１９】
　前記高分子添加剤はデンプンであることを特徴とする請求項１６から１８のいずれかに
記載のプラスターボード。
【請求項２０】
　前記デンプンは移行性デンプンであることを特徴とする請求項１９に記載のプラスター
ボード。
【請求項２１】
　前記デンプンは酸－菲薄化デンプンであることを特徴とする請求項１９に記載のプラス
ターボード。
【請求項２２】
　前記デンプンは天然デンプンであることを特徴とする請求項１９から２１のいずれかに
記載のプラスターボード。
【請求項２３】
　前記繊維はガラス繊維であることを特徴とする請求項１６から２２のいずれかに記載の
プラスターボード。
【請求項２４】
　前記繊維は長さ４－１０ｍｍであることを特徴とする請求項２３に記載のプラスターボ
ード。
【請求項２５】
　前記繊維の直径は５－５０μｍの範囲であることを特徴とする請求項２３または２４に
記載のプラスターボード。
【請求項２６】
　デンプンを石膏スラリーに追加するステップを備えており、デンプンの粒子サイズは４
０μｍよりも小さいことを特徴とする、請求項１９から２２のいずれかに記載のプラスタ
ーボードを製造する方法。
【請求項２７】
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　１４０から１８０℃の範囲の温度で前記プラスターボードを乾燥することを特徴とする
請求項１９から２２のいずれかに記載のプラスターボードを製造する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建築構造に使用するパネル、およびその製造に関する。特に、本発明は、例
えば流し台、テレビ、またはラジエータといった物品を付けることが可能な仕切り板（パ
ーティション）を提供するためのパネルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　たとえばプラスターボード（例えば石膏プラスターボード）、ポリスチレンボード、お
よび繊維ボードといった軽量パネルは、一般的に、建物内の仕切り板を提供するために使
用されている。この利用の利点は、それらが軽量で、素早く据え付けられるという事実を
含む。
【０００３】
　しかし、ある場合において、このような軽量パネルは、固定物（例えば、パネルへの取
り付けが必要な、流し台、テレビ、ラジエータ、消火器、棚、およびその他）を指示する
ために十分な強度がないという不利な点を有する可能性がある。このような場合、固定物
の重量は、固定手段（例えば、ネジ）がパネルから外れ、固定物がパネルから落ちる原因
となりかねない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　典型的には、この問題はパネルの固定強度を向上させるために合板シートを提供するこ
とによってことで処理されてきた。この場合、合板シートは、固定物が配置される側と反
対側にパネルを支持して提供される。合板シートは、パネルに固定物を固定するために用
いられる１つまたはそれ以上の固定手段（例えばネジ）を保持するための増加された強度
を提供することができる。典型的には、合板シートは、仕切り板の枠組みの内に配置され
、次いでプラスターボード（ｐｌａｓｔｅｒｂｏａｒｄ、石膏ボード）が合板に固定され
、その結果、プラスターボードは仕切り板の枠組みの外側に置かれる。
【０００５】
　代わりに、金属支持手段が提供されてもよい。この手段は、固定板、溝型材（ｃｈａｎ
ｎｅｌ）、ひも（ｓｔｒａｐ）、または金属留め具を含んでいてもよい。合板シートの場
合と同様に、金属支持手段は、一般に固定物が固定される側とは反対側にパネルを支持し
て配置され、固定物をパネルに取り付けるために使用される、例えば固定用ネジなどの固
定手段を受容および固定するように動作する。
【０００６】
　これらの配置の両方が、現場でパネルと追加の支持部品とを互いに対して固定すること
が必要とされるという不利な点を有する。さらに、金属支持手段が使用される場合、固定
物をパネルに固定するために必要な固定手段一式を支持するために、複数の支持手段が必
要となる場合がある。それゆえ、据え付け工程には時間がかかり、高価となる可能性があ
る。
【０００７】
　さらに、金属支持手段または合板シートの追加は、仕切り板の重量および厚さを増加さ
せ、および／またはその結果、壁面空間の空洞が減少する。一般に、合板そのものは現場
で寸法に合わせて切断されなければならず、据え付けに時間を要し、さらに、埃や潜在的
に有害な要素を放出させる可能性がある。
【０００８】
　したがって、固定手段を保持し、固定物を支持することが可能で、および据え付け工程
に時間がかからない、改良されたパネルが必要とされている。
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【０００９】
　一方の表面に固定された、ポリマー系の薄板（ｐｏｌｙｍｅｒ－ｂａｓｅｄ）を有する
下地ボード（ｓｕｂｓｔｒａｔｅ　ｂｏａｒｄ）を備えるパネルを提供することにより、
固定手段を保持するパネルの性能の向上が達成できることは、すでに発見されている。し
かし、このようなパネルは、ネジの過剰な締め付けの影響を受けやすい場合があり、瞬時
最大締め付けトルク（ｐｅａｋ　ｔｉｇｈｔｅｎｉｎｇ　ｔｏｒｑｕｅ）のあと、わずか
な追加のネジの回転を加えただけでも、ネジ孔の内面のつぶれを生じさせ、結果として、
ネジはもはやパネルに保持されなくなってしまう。その結果、信頼性高く再生可能な方法
で、パネルにネジによる固定物を挿入することが困難となる可能性がある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　下地ボードが石膏プラスターボードの場合、少なくとも繊維性添加剤を含むプラスター
ボードを選択することにより、この問題は軽減される可能性がある。
【００１１】
　それゆえ、第１の態様では、本発明はプラスターボードを備えるパネルを提供してもよ
く、プラスターボードはその一方の表面に取り付けられる裏当て薄板（ｂａｃｋｉｎｇ　
ｌａｍｉｎａ）を有し、プラスターボードは繊維が埋め込まれた石膏母材（ｇｙｐｓｕｍ
　ｍａｔｒｉｘ）を含み、繊維は石膏（ｇｙｐｓｕｍ、二水石膏）に対して少なくとも１
重量％の量である。
【００１２】
　好適には、薄板はポリマー系の薄板であり、典型的にはＰＶＣ、ＨＤＰＥ、ナイロン、
ポリカーボネート、ベークライト（登録商標）、ポリプロピレン、アセタール、および繊
維ガラスを含む群から選択される材料を実質的に含む。
【００１３】
　典型的には、薄板は少なくとも１ｍｍの厚さを有する。一般に、薄板は、例えばアクリ
ル系接着剤のようなポリマー系の接着剤を使用して、プラスターボードに接着される。
【００１４】
　好適には、石膏母材はさらに、石膏に対して少なくとも１重量％、好適には２重量％、
さらに好適には２．５重量％の量のデンプン添加剤を含む。
【００１５】
　典型的には、繊維は、石膏に対して少なくとも２重量％存在し、好適には２．５重量％
の量存在する。
【００１６】
　一般に、繊維は、ガラス繊維、木質繊維、木材を原料とする繊維、およびそれらの混合
物を含む群から選択される。しかしながら、ある実施形態では、繊維は合成ポリマー繊維
であってもよい。
【００１７】
　例えば、繊維はリヨセルのような、溶解木材パルプから製造された再生セルロース繊維
であってもよい。この場合、典型的には、繊維は、１つまたはそれ以上の以下の特性を有
する。
　・　長さの平均値は０．１ｍｍよりも大きく、好適には０．２ｍｍよりも大きい。
　・　長さの平均値は０．５ｍｍよりも小さく、好適には０．４ｍｍよりも小さい。
　・　直径の平均値は２０μｍよりも小さく、好適には１５μｍよりも小さい。
【００１８】
　ある実施形態では、繊維は例えば、紙製粒子、および／または木質粒子（例えば鋸屑（
おがくず）微粒子）のような凝集した繊維の形態でプラスターボード内に存在してもよい
。一般に、これらの粒子は形状が不規則である。典型的には、粒子は、１つまたはそれ以
上の以下の特性を有する。
　・　最大寸法は好適には０．５ｍｍよりも大きく、好適には１ｍｍよりも大きく、さら
に好適には１．５ｍｍよりも大きい。
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　・　最大寸法は、３ｍｍよりも小さく、好適には２．５ｍｍよりも小さい。
　・　粒子内の繊維の長さの平均値は、１ｍｍよりも大きい。
　・　粒子内の繊維の長さの平均値は、１５ｍｍよりも小さい。
　・　粒子内の繊維の直径の平均値は、１μｍよりも大きく、好適には５μｍよりも大き
い。
　・　粒子内の繊維の直径の平均値は、５０μｍよりも小さく、好適には３０μｍよりも
小さい。
【００１９】
　繊維は粒子の境界線内に収容されるように、回旋状の経路をたどっている。
【００２０】
　繊維がガラス繊維の場合、繊維は、１つまたはそれ以上の以下の特性のを有していても
よい。
　・　長さの平均値は１０ｍｍよりも大きく、好適には１５ｍｍよりも大きい。
　・　長さの平均値は５０ｍｍよりも大きく、好適には３０ｍｍよりも大きい。
　・　直径の平均値は２０μｍよりも大きく、好適には３０μｍよりも大きい。
　・　直径の平均値は８０μｍよりも小さく、好適には７０μｍよりも小さい。
【００２１】
　好適には、デンプンは非移行性デンプン、すなわち、プラスターボードの中心部にとど
まり、ボード表面に移行しないデンプン化合物を含む。このようなデンプンは、典型的に
はプラスターボードの表面へと移行してプラスターボード中心部と紙の外装（ｐａｐｅｒ
　ｆａｃｉｎｇ）の結合を向上させる目的に役立っている移行性デンプンと、区別される
。しかしながら、プラスターボードは、このような移行性デンプンを追加的に含むことも
可能である。
【００２２】
　非移行性デンプンは当技術分野で知られているように、様々な異なる方法で提供される
ことができる。例えば、参照によりここに組み込まれる米国特許第７７０８８４７号に記
載されるように、デンプンはデキストリンを含むことができる。
【００２３】
　別の場合には、デンプンは未ゼラチン化デンプン（ｐｒｅ－ｇｅｌａｔｉｎｉｓｅｄ　
ｓｔａｒｃｈ）であってもよい。
【００２４】
　ある実施形態では、６０℃よりも低い温度で低粘度（例えば、６０ｃｐｓよりも低いブ
ルックフィールド粘度）であり、７０℃で非常に高い粘度（例えば、１０，０００ｃｐｓ
よりも高いブルックフィールド粘度）であるデンプンを選んでもよい。このようなデンプ
ンは、例えば、参照によりここに組み込まれる米国特許第８２５２１１０号に記載されて
いる。これらのデンプンは、極めて高い温度依存性のレオロジー（流動学）を有しており
、低温状態では、結晶間の空間のなかに浸透するために、デンプンが中心部で分散する可
能性があると考えられている。温度が６０℃を超えるとすぐに、デンプン粘度は極めて高
いレベルまで上昇し、デンプンが中心部に残り、中心部／外装の境界面に移行しないこと
を確実なものとする。
【００２５】
　ある実施形態では、参照によりここに組み込まれる米国特許第７０４８７９４号に記載
されるように、デンプンは置換デンプンである。置換デンプンは、１つまたはそれ以上の
水酸官能基を置換するように化学的に反応した、デンプン誘導体である。典型的には、こ
の工程は、デンプンポリマー骨格に沿ってエーテル結合またはエステル結合を追加する、
デンプンまたは加工デンプンのエーテル化またはエステル化を含む。この工程は、酸化、
酸－菲薄化（ａｃｉｄ－ｔｈｉｎｎｉｎｇ）、架橋、および未ゼラチン化といった、デン
プンに対して典型的に行われる、その他の加工とは区別される。ただし、このような工程
は、１つまたはそれ以上の種類の官能性（ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌｉｔｙ）の置換前または
後で、デンプンに対して適用することができる。
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【００２６】
　置換デンプンは、例えば石膏のような、プラスターボードの無機相に効果的な結合剤と
して作用し、それにより、プラスターボードの中心部強度が高まると考えられている。好
適には、デンプンは冷水では不溶性だが、プラスターボードの形成、凝固（ｓｅｔ）また
は乾燥の最中の、より高い加工温度で溶解する。このことは、デンプンの過度な移行を制
限し、その結果、デンプンは石膏結晶の結合剤の役割をもたらすように、プラスターボー
ド中心部に維持される。
【００２７】
　置換デンプンはヒドロキシエチル化デンプン、ヒドロキシプロピル化デンプン、および
／またはアセチル化デンプンを含んでもよい。好適には、デンプンはヒドロキシエチル化
デンプンである。
【００２８】
　デンプンは、例えば、ジャガイモ、タピオカ、またはトウモロコシ由来であってもよい
。好ましくは、デンプンはトウモロコシに由来する。
【００２９】
　第２の態様では、本発明は、石膏母材を含むプラスターボードを提供することができる
。この石膏母材は、そこに埋め込まれた繊維を有し、繊維は石膏に対して少なくとも１重
量％の量で存在し、石膏母材は高分子（ポリマー）添加剤をさらに含み、この高分子添加
剤は石膏に対して少なくとも１重量％の量で存在する。
【００３０】
　好適には、繊維は石膏に対して少なくとも３重量％、より好適には、少なくとも４重量
％、最も好適には少なくとも４．５重量％の量で存在する。好適には、高分子添加剤は石
膏に対して少なくとも３重量％、より好適には少なくとも４重量％、最も好適には少なく
とも４．５重量％の量で存在する。これらの、比較的高いレベルの繊維および高分子添加
剤は、裏当て薄板を必要としない、固定手段を維持するに十分な性能をプラスターボード
に提供することができると考えられる。
【００３１】
　裏当て薄板を省略することで、原材料コストの削減と製造の容易さにより、比較的低コ
ストで、適切な固定強度を有するパネルを提供することが可能となるだろう。さらに、プ
ラスターボードから薄板を分離する必要性が回避できることから、パネルは容易にリサイ
クルできるであろう。
【００３２】
　典型的には、高分子添加剤は、ポリ酢酸ビニル、ポリ酢酸ビニル系エチレン共重合体、
ポリスチレンスルホン酸を架橋したポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール、メチ
ルセルロース、ヒドロキシエチルメチルセルロース、スチレンブタジエン共重合体ラテッ
クス、アクリル酸エステルラテックス、アクリル共重合体ラテックス、ポリエステル樹脂
、エポキシ樹脂、ポリメチルメタクリレート、ポリアクリル酸、カチオンデンプン、エチ
ラートデンプン、デキストリン、およびそれらの混合物を含む群から選択される。
【００３３】
　一般に、高分子添加剤はデンプンである。
【００３４】
　好適には、デンプンは石膏に対して少なくとも３重量％の水準で存在し、デンプンは移
行性デンプンである。驚いたことに、これらの比較的高いデンプン含有量において、移行
性デンプンでさえ、プラスターボードの固定強度を強化できるように十分な量で、プラス
ターボードの中心部に保持されることが見いだされている。同時に、移行性デンプンは、
プラスターボードの中心部と紙製の外装（使用される場合）の結合を改善する効果があり
、結果として、プラスターボードに複数のデンプンの種類を含む必要がなくなる。
【００３５】
　デンプンが石膏に対して少なくとも３重量％の水準で存在する場合、一般に、デンプン
は未ゼラチン化デンプンよりも、天然デンプン（ｎａｔｉｖｅ　ｓｔａｒｃｈ）である方
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が好ましい。この、比較的高いデンプンのレベルでは、未ゼラチン化デンプンは、石膏ス
ラリーに過度な粘度を与えると考えられている。
【００３６】
　典型的には、デンプンは例えば麦、種々のトウモロコシ（ｃｏｒｎ、ｍａｉｚｅ）、ま
たは米から生成されることができる。石膏に対して３重量％またはそれ以上のデンプンの
水準では、ジャガイモデンプンは好ましくない。なぜなら、その比較的大きな粒子サイズ
は、石膏スラリー内の水の分配に有害な影響を有すると考えられているからである。
【００３７】
　好適には、繊維はガラス繊維である。
【００３８】
　好適には、繊維が石膏に対して少なくとも３重量％の量で存在する場合、繊維の長さは
１０ｍｍよりも小さく、より好適には８ｍｍよりも小さい。それよりも長い繊維は、比較
的大量に石膏スラリー内で加工することが困難になると考えられている。典型的には、繊
維長さは４ｍｍよりも大きい。
【００３９】
　典型的には、繊維直径は５から５０μｍの範囲であり、好適には１０から３０μｍ、よ
り好適には１０から２０μｍである。
【００４０】
　ある実施形態では、繊維は、例えば木材由来の天然高分子繊維などの有機繊維、または
合成高分子繊維であってもよい。
【００４１】
　ある実施形態では、プラスターボードはシリコーン油、またはワックスおよび／または
殺生物剤を含んでいてもよい。
【００４２】
　一般に、プラスターボードは紙製の外装を有する。しかしながら、ある場合には、プラ
スターボードは表面において部分的に、または完全に埋め込まれたマット（ｍａｔ）を有
してもよく、例えば、事前にコーティングされることが可能なガラス繊維マットを有して
もよい。追加的に、または代替的にに、プラスターボードは１つまたはそれ以上の表面上
に、（例えばポリエステルのような）熱可塑性物質コーティング、または高分子フィルム
を有してもよい。
【００４３】
　第３の態様では、本発明は、本発明の第２の態様に従ったプラスターボードの製造方法
を提供する。この方法はデンプンを石膏スラリーに追加するステップを備えており、デン
プンの粒子サイズが４０μｍよりも小さいことを特徴とする。
【００４４】
　好適には、デンプンの粒子サイズは３０μｍよりも小さい。デンプンの大きな粒子サイ
ズは、結果として、スラリー内の不均一な水の分配をもたらし、全体として、より多くの
水が必要になると考えられる。
【００４５】
　第４の態様では、本発明は、本発明の第２の態様に従ったプラスターボードの製造方法
を提供し、石膏スラリーにデンプンおよび繊維を追加するステップと、スラリーをプラス
ターボードに成形するステップと、１４０から１８０℃の範囲の温度でプラスターボード
を乾燥するステップを含む。
【００４６】
　本発明の第３または第４の態様の方法で製造されたプラスターボードは、本発明の第２
の態様に従ったプラスターボードの、１つまたはそれ以上の任意の特徴を有することがで
きる。
【００４７】
　本発明は以下の図面を参照して、例示としてここに記載される。
【図面の簡単な説明】
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【００４８】
【図１】図１は回転角度に対するトルクの概略的なグラフである。
【図２】図２は、実施例１と、比較例１および比較例２の、回転角度に対するトルクの概
略的なグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００４９】
　実施例１－３
　石膏プラスターボードは以下に記載する組成から調製された。ＰＶＣの２ｍｍシートは
、Ａｑｕａｇｒｉｐ２９８６０接着剤を使用して、各プラスターボードの片面に接着され
た。
【００５０】
　実施例１
　石膏プラスターボードはスタッコ（ｓｔｕｃｃｏ、化粧漆喰）および排煙脱硫石膏（Ｄ
ＳＧ）を含むスラリーから調製され、ＤＳＧはスタッコに対して３１重量％の量で存在す
る。スラリーはさらに以下の内容物を含む。
　・　スタッコおよびＤＳＧの量に対して２．９重量％の量のエチラートデンプン（エチ
ル化デンプン、デンプンは、Ｇｒａｉｎ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏ
ｎ社より、Ｃｏａｔｍａｓｔｅｒ（登録商標）　Ｋ５７Ｆの商用名で入手可能である）。
　・　スタッコおよびＤＳＧの量に対して３．２重量％の量のガラス繊維。
【００５１】
　実施例２
　石膏プラスターボードは、スタッコおよび排煙脱硫石膏（ＤＳＧ）を含むスラリーから
調製され、ＤＳＧはスタッコに対して３１重量％の量で存在した。スラリーはさらに以下
の内容物を含む。
　・　スタッコおよびＤＳＧの量に対して０．４６重量％の量のガラス繊維。
　・　０．８５重量％のコロフィルム　１２０（Ｃｏｌｌｏｆｉｌｍ　１２０）デンプン
。
　・　スタッコおよびＤＳＧの量に対して２．９重量％の量のエチラートデンプン（デン
プンは、Ｇｒａｉｎ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ社より、Ｃｏａｔ
ｍａｓｔｅｒ（登録商標）　Ｋ５７Ｆの商用名で入手可能である）。
　・　スタッコおよびＤＳＧの量に対して３．７重量％の量のセルロース繊維（セルロー
ス繊維は、Ｌｅｎｚｉｎｇ社より、Ｔｅｎｃｅｌ（登録商標）　ＦＣＰ１０／３００／Ｍ
の商用名で入手可能である。この繊維は、ＭＯＲＦＩ　ｆｉｂｒｅ　ａｎａｌｙｓｉｓ（
繊維分析機）で計測して、長さの平均値が０．３ｍｍであり、直径が１０μｍである。）
【００５２】
　実施例３
　石膏プラスターボードはスタッコおよび排煙脱硫石膏（ＤＳＧ）を含むスラリーから調
製され、ＤＳＧはスタッコに対して３１重量％の量で存在した。スラリーはさらに以下の
内容物を含む。
　・　スタッコおよびＤＳＧの量に対して０．４６重量％の量のガラス繊維。
　・　０．８５重量％のコロフィルム　１２０デンプン。
　・　スタッコおよびＤＳＧの量に対して４．４重量％の量のエチラートデンプン（デン
プンは、Ｇｒａｉｎ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ社より、Ｃｏａｔ
ｍａｓｔｅｒ（登録商標）　Ｋ５７Ｆの商用名で入手可能である）。
　・　スタッコおよびＤＳＧの量に対して５．５重量％の量のセルロース繊維（セルロー
ス繊維は、Ｌｅｎｚｉｎｇ社より、Ｔｅｎｃｅｌ（登録商標）　ＦＣＰ１０／３００／Ｍ
の商用名で入手可能である。この繊維は、ＭＯＲＦＩ　ｆｉｂｒｅ　ａｎａｌｙｓｉｓ（
繊維分析機）で計測して、長さの平均値が０．３ｍｍであり、直径が１０μｍである。）
【００５３】
　実施例４－１２
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　石膏プラスターボードは以下に記載する組成から調製された。
【００５４】
　実施例４
　石膏プラスターボードは以下の内容物を含むスラリーから製造された。
　・　スタッコ。
　・　スタッコに対して５重量％の量のガラス繊維、繊維長さは約６ｍｍ。
　・　スタッコに対して５重量％の量の酸加水分解トウモロコシデンプン（Ｔａｔｅ　＆
　Ｌｙｌｅ社）。
【００５５】
　４つのサンプルで計測された、ネジ引き抜き強さの平均値は６１７Ｎであった。
【００５６】
　実施例５
　石膏プラスターボードは以下の内容物を含むスラリーから調製された。
　・　スタッコ。
　・　スタッコに対して５重量％の量のガラス繊維、繊維長さは約６ｍｍ。
　・　スタッコ量に対して５重量％の量のエチラートデンプン（デンプンは、Ｇｒａｉｎ
　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ社より、Ｃｏａｔｍａｓｔｅｒ（登録
商標）　Ｋ５７Ｆの商用名で入手可能である）。
【００５７】
　４つのサンプルで計測された、ネジ引き抜き強さの平均値は７７３Ｎであった。
【００５８】
　実施例６
　石膏プラスターボードは以下の内容物を含むスラリーから調製された。
　・　スタッコ。
　・　スタッコに対して５重量％の量のガラス繊維、繊維長さは約６ｍｍ。
　・　スタッコ量に対して５重量％の量のデキストリン。
【００５９】
　４つのサンプルで計測された、ネジ引き抜き強さの平均値は５７９Ｎであった。
【００６０】
　実施例７
　石膏プラスターボードは以下の内容物を含むスラリーから調製された。
　・　スタッコ。
　・　スタッコに対して５重量％の量のガラス繊維、繊維長さは約６ｍｍ。
　・　スタッコ量に対して５重量％の量のトウモロコシデンプン（これは移行性デンプン
である）。
【００６１】
　４つのサンプルで計測された、ネジ引き抜き強さの平均値は５６９Ｎであった。
【００６２】
　実施例８
　石膏プラスターボードは以下の内容物を含むスラリーから調製された。
　・　スタッコ。
　・　スタッコに対して５重量％の量のガラス繊維、繊維長さは約６ｍｍ。
　・　スタッコに対して５重量％の量の酸加水分解トウモロコシデンプン（Ｔａｔｅ　＆
　Ｌｙｌｅ社）。
　・　２０Ｋｇ／ｍ３の量のマイクロシリカ。
【００６３】
　４つのサンプルで計測された、ネジ引き抜き強さの平均値は６５３Ｎであった。
【００６４】
　実施例９
　石膏プラスターボードは以下の内容物を含むスラリーから調製された。
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　・　スタッコ。
　・　スタッコに対して５重量％の量のガラス繊維、繊維長さは約６ｍｍ。
　・　スタッコに対して５重量％の量のエチラートデンプン（デンプンは、Ｇｒａｉｎ　
Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ社より、Ｃｏａｔｍａｓｔｅｒ（登録商
標）　Ｋ５７Ｆの商用名で入手可能である）。
　・　２０Ｋｇ／ｍ３の量のマイクロシリカ。
【００６５】
　４つのサンプルで計測された、ネジ引き抜き強さの平均値は７０６Ｎであった。
【００６６】
　実施例１０
　石膏プラスターボードは以下の内容物を含むスラリーから調製された。
　・　スタッコ。
　・　スタッコに対して５重量％の量のガラス繊維、繊維長さは約６ｍｍ。
　・　スタッコに対して５重量％の量の酸加水分解トウモロコシデンプン（Ｔａｔｅ　＆
　Ｌｙｌｅ社）。
　・　スタッコに対して１重量％の量のシリコーン油。
【００６７】
　４つのサンプルで計測された、ネジ引き抜き強さの平均値は５４１Ｎであった。
【００６８】
　実施例１１
　　石膏プラスターボードは以下の内容物を含むスラリーから調製された。
　・　スタッコ。
　・　スタッコに対して３重量％の量のガラス繊維、繊維長さは約６ｍｍ。
　・　スタッコに対して３重量％の量の酸加水分解トウモロコシデンプン（Ｔａｔｅ　＆
　Ｌｙｌｅ社）。
【００６９】
　実施例１２
　石膏プラスターボードは以下の内容物を含むスラリーから調製された。
　・　スタッコ。
　・　スタッコに対して４重量％の量のガラス繊維、繊維長さは約６ｍｍ。
　・　スタッコに対して５重量％の量のポリ酢酸ビニル。
【００７０】
　比較例１－２
　石膏プラスターボードは以下に記載する組成で調製された。ＰＶＣの２ｍｍシートはＡ
ｑｕａｇｒｉｐ２９８６０接着剤を使用して、各プラスターボードの片面に接着された。
【００７１】
　比較例１
　石膏プラスターボードはスタッコおよび排煙脱硫石膏（ＤＳＧ）を含むスラリーから製
造され、ＤＳＧはスタッコに対して３１重量％の量で存在した。スラリーはさらに以下の
内容物を含んだ。
　・　スタッコおよびＤＳＧに対して０．４６重量％の量のガラス繊維。
　・　０．８５重量％のコロフィルム　１２０デンプン。
【００７２】
　比較例２
　　石膏プラスターボードはスタッコおよび排煙脱硫石膏（ＤＳＧ）を含むスラリーから
調製され、ＤＳＧはスタッコに対して３１重量％の量で存在した。スラリーはさらに以下
の内容物を含んだ。
　・　スタッコおよびＤＳＧに対して０．４６重量％の量のガラス繊維。
　・　０．８５重量％のコロフィルム　１２０デンプン。
　・　スタッコおよびＤＳＧに対して２．９重量％の量のエチラートデンプン（デンプン
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は、Ｇｒａｉｎ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ社より、Ｃｏａｔｍａ
ｓｔｅｒ（登録商標）　Ｋ５７Ｆの商用名で入手可能である）。
【００７３】
　比較例３－４
　石膏プラスターボードは以下に記載する組成で調製された。
【００７４】
　比較例３
　石膏プラスターボードは以下の原料を含むスラリーから製造された。
　・　スタッコ。
　・　スタッコに対して２重量％の量のガラス繊維、繊維長さは約６ｍｍ。
　・　スタッコに対して５重量％の量の酸加水分解トウモロコシデンプン（Ｔａｔｅ　＆
　Ｌｙｌｅ社）。
【００７５】
　４つのサンプルで計測された、ネジ引き抜き強さの平均値は４５８Ｎであった。
【００７６】
　比較例４
　石膏プラスターボードは以下の原料を含むスラリーから製造された。
　・　スタッコ。
　・　スタッコに対して２重量％の量のガラス繊維、繊維長さは約６ｍｍ。
　・　スタッコに対して５重量％の量の酸加水分解トウモロコシデンプン（Ｔａｔｅ　＆
　Ｌｙｌｅ社）。
　・　スタッコに対して１重量％の量のシリコーン油。
【００７７】
　４つのサンプルで計測された、ネジ引き抜き強さの平均値は４１０Ｎであった。
【００７８】
　比較例５
　比較例５は、硫酸カルシウム結合剤（Ｂｒｉｔｉｓｈ　Ｇｙｐｓｕｍ社のＲｉｇｉｄｕ
ｒ　ｂｏａｒｄ）によって結合された紙繊維を含む、石膏繊維ボードである。
【００７９】
　過度な締め付けに対する抵抗の定量化
　実施例１－３のパネルと、比較例１および２のパネルと、の過度な締め付けに対する抵
抗を定量化するために、各パネルに挿入されるネジの、回転角度に対するトルク（回転モ
ーメント）のグラフが図示された。ネジは、５０ｍｍの長さと５ｍｍの直径を有する１０
番の木ネジであった。このグラフの例は図１に示されている。
【００８０】
　曲線下部の領域は、回転角度ゼロ度（最大瞬時トルク（ｐｅａｋ ｔｏｒｑｕｅ）に相
当）と７．８５ラジアンの間で計算された。この領域は、最大瞬時トルクが得られた後、
ネジを締め付ける際の仕事量の表示を与えると考えられている。最大瞬時トルクが得られ
た後で行われた仕事の仕事量が大きければ大きいほど、ネジの過度な締め付け、およびネ
ジ孔の内部表面の材料のつぶれのリスクが少なくなると考えられている。
【００８１】
　最大瞬時トルクは、各ボードで計測された。結果を表１に表記する。
【００８２】



(13) JP 2019-81702 A 2019.5.30

10

20

30

【表１】

 
【００８３】
　図２は、実施例１と比較例１および２のそれぞれに準じたパネルに挿入されたネジの、
回転角度に対するトルクのグラフを示している。図２は、実施例１のパネルが比較例のパ
ネルと比較して、（最大瞬時トルクが得られた後で）より高いトルクを保持することを示
している。これは、パネルに形成されるネジ孔のつぶれに耐える、パネルの改良された性
能を示すと考えられる。
【００８４】
　プラスターボードの耐衝撃性を定量化するために、直径５０ｍｍ、重さ５００ｇの鋼球
を、垂直方向に６ｍのパイプで２００ｍｍ×２００ｍｍのサンプルボードに落下させる。
サンプルボードは排水ホッパーの周縁部で、水平方向に支持されている。一般に、排水ホ
ッパーは筒状であり、長手方向軸がパイプのそれと合致するように配置される。排水ホッ
パーの内径は１１５ｍｍであり、外径は１２２ｍｍである。ホッパーの頂部とパイプの底
部の間には少なくとも４０ｍｍの間隔（隙間）が存在する。
【００８５】
　サンプルボードに作られるくぼみの深さが計測され、結果は表２に表記される。
【００８６】
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【図１】

【図２】
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【手続補正書】
【提出日】平成31年1月31日(2019.1.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　石膏母材を含む石膏プラスターボードであって、前記石膏母材にデンプンと繊維が埋め
込まれており、
　前記繊維は、プラスターボードを形成するために使用されるスタッコの重量に対して約
２重量％の量で存在し、
　前記デンプンは、プラスターボードを形成するために使用されるスタッコの重量に対し
て約５重量％の量で存在していることを特徴とする石膏プラスターボード。
【請求項２】
　前記繊維はガラス繊維であることを特徴とする請求項１に記載の石膏プラスターボード
。
【請求項３】
　前記繊維は長さ４－１０ｍｍであることを特徴とする請求項１または２に記載の石膏プ
ラスターボード。
【請求項４】
　前記繊維は長さが約６ｍｍであることを特徴とする請求項３に記載の石膏プラスターボ
ード。
【請求項５】
　前記繊維の直径は５－５０μｍの範囲であることを特徴とする請求項１から４のいずれ
か１項に記載の石膏プラスターボード。
【請求項６】
　前記デンプンは移行性デンプンであることを特徴とする請求項１から５のいずれか１項
に記載の石膏プラスターボード。
【請求項７】
　前記デンプンは酸－菲薄化デンプンであることを特徴とする請求項１から５のいずれか
１項に記載の石膏プラスターボード。
【請求項８】
　前記デンプンは天然デンプンであることを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に
記載の石膏プラスターボード。
【請求項９】
　前記デンプンは酸加水分解トウモロコシデンプンであることを特徴とする請求項１から
５のいずれか１項に記載の石膏プラスターボード。
【請求項１０】
　デンプンを石膏スラリーに追加するステップを備えており、デンプンの粒子サイズは４
０μｍよりも小さいことを特徴とする、請求項１から９のいずれか１項に記載の石膏プラ
スターボードを製造する方法。
【請求項１１】
　１４０から１８０℃の範囲の温度で前記プラスターボードを乾燥することを特徴とする
請求項１から９のいずれか１項に記載の石膏プラスターボードを製造する方法。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７３
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７３】
　実施例１３－１４
　石膏プラスターボードは以下に記載する組成で調製された。
 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７４】
　実施例１３
　石膏プラスターボードは以下の原料を含むスラリーから製造された。
　・　スタッコ。
　・　スタッコに対して２重量％の量のガラス繊維、繊維長さは約６ｍｍ。
　・　スタッコに対して５重量％の量の酸加水分解トウモロコシデンプン（Ｔａｔｅ　＆
　Ｌｙｌｅ社）。
 
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７６】
　実施例１４
　石膏プラスターボードは以下の原料を含むスラリーから製造された。
　・　スタッコ。
　・　スタッコに対して２重量％の量のガラス繊維、繊維長さは約６ｍｍ。
　・　スタッコに対して５重量％の量の酸加水分解トウモロコシデンプン（Ｔａｔｅ　＆
　Ｌｙｌｅ社）。
　・　スタッコに対して１重量％の量のシリコーン油。
 
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７８】
　比較例３
　比較例３は、硫酸カルシウム結合剤（Ｂｒｉｔｉｓｈ　Ｇｙｐｓｕｍ社のＲｉｇｉｄｕ
ｒ　ｂｏａｒｄ）によって結合された紙繊維を含む、石膏繊維ボードである。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８６】
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